
は
じ
め
に

　

日
蓮
の
身
延
入
山
と
身
延
山
開
闢
（
開
創
）（

１
）、

そ
し
て
入
山
後
に
草
庵
が
完
成
す
る
ま
で
の
間
の
日
蓮
の
甲
斐
国
巡
教
に
関
し
て
は
『
身
延
山
史
』

（
以
下
『
山
史
』
と
略
記
）
に
身
延
入
山
関
係
事
項
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る（
２
）。

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
中
世
か
ら
現
代
ま
で
の
日
蓮
伝
記
本
や
甲
斐
国
の

地
誌
類
、
同
案
内・

紀
行
文
に
も
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
で
甲
斐
国
巡
教
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
り
、
身
延
入
山
と
身
延

山
開
闢
の
こ
と
が
ら
に
関
し
て
も
同
様
に
そ
の
記
述
が
み
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、『
山
史
』
の
記
述
も
一
貫
し
て
い
な
い（
３
）。

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
身

延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
の
三
つ
の
出
来
事
が
中
世
か
ら
近
代
に
至
る
日
蓮
宗
の
僧
侶
や
信
徒
に
日
蓮
伝
記
本・

地
誌
類・

紀
行
文
を
通

じ
て
ど
の
よ
う
に
知
ら
れ
、
寺
院
由
緒
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
Ⅰ
、
日
蓮
の
身
延
入
山
（
鎌
倉
か
ら
身
延
入
山
ま
で
の
道
程
も
含
む
）、
Ⅱ
、
甲
斐
国
巡
教
、
Ⅲ
、
身
延
山
開
闢
の
三
点
に
関
わ
る
記

述（
４
）に

つ
い
て
、
日
蓮
伝
記
本
、
地
誌
類
、
紀
行
文・

案
内
記
と
い
っ
た
資
料
の
種
別
に
分
け
、
そ
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
比
較
検
討
し
て
み

た
い（
５
）。

日
蓮
の
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述

―
日
蓮
伝
記
本・

地
誌
類・

紀
行
文
を
素
材
と
し
て

―

望
　
月

　
真

　
澄

1

日
蓮
の
身
延
入
山
・
甲
斐
国
巡
教
・
身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
（
望
月
）
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一　

日
蓮
伝
記
本
に
み
ら
れ
る
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
の
記
述

　

日
蓮
伝
記
本
は
、
日
蓮
滅
後
か
ら
作
成
さ
れ
、
日
蓮
の
生
涯
や
足
跡
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
な
る
。
日
蓮
伝
記
本
に
は
、
日
蓮
の
生
涯
の
足
跡
と
な

る
安
房・
佐
渡・
鎌
倉・

身
延・

関
西
と
い
っ
た
地
域
に
移
動
し
た
日
程
や
布
教
の
足
跡
が
日
蓮
遺
文
や
関
連
し
た
文
献
や
歴
史
書
等
を
引
用
し
て
記

述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
蓮
伝
記
本
の
中
で
日
蓮
滅
後
か
ら
明
治
初
期
ま
で
確
認
で
き
る
も
の
は
、
冠
賢
一
氏
が
一
覧
表
に
纏
め
て
い
る（
６
）。

そ
こ
で
は

江
戸
後
期
の
在
家
信
徒
に
よ
る
日
蓮
伝
記
本
に
注
目
し
、
中
世
の
伝
記
本
は
、
そ
の
記
載
内
容
が
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
点
を
挙
げ
、
近
世

に
入
る
と
多
く
の
伝
記
本
が
刊
行
さ
れ
、
広
く
日
蓮
の
生
涯
が
一
般
庶
民
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る（
７
）。

　

筆
者
は
こ
の
視
点
を
受
け
と
め
、
日
蓮
の
生
涯
や
そ
の
出
来
事
を
伝
記
本
の
記
述
に
よ
っ
て
分
析
し
て
い
く
。
そ
こ
で
、
伝
記
本
の
刊
行
時
期
や
編

集
意
図
を
踏
ま
え
た
上
で
、
筆
者
が
抽
出
し
た
日
蓮
伝
記
本（
８
）を

日
蓮
の
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
に
限
っ
て
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い（
９
）。

①
『
元
祖
化
導
記
』

　
　

二
十　

甲
州
身
延
山
事

御
書
云
又
同
五
月
十
二
日ﾝ ニ

鎌
倉ﾝ ヲ

出ﾝ テ

此
山ﾝ ニ

入ﾝ レ
リ、

至
又
賢
人ﾝ ノ

習
、
三
度
國ﾝ ヲ

諫ﾝ ル
ニ、

不ﾚ

用
者
山
林ﾝ ニ

交ﾝ ル
ト云

事
定ﾝ シ

例
也
、
私
云
、
聖
人
御
年
五
十
三
也
、
或
記

云
五
月
十
二
日
鎌
倉ﾝ ヨ
リ酒

輪ﾝ マ
テ也

、
十
三
日
竹ﾝ ノ

下
、
十
四
日
車
返
、
十
五
日
富
士ﾝ ノ

大
宮
、
十
六
日
南
部
、
十
七
日
波
木
井
、
御
消
息
云
、
文
永
十
一
年

六
月
十
七
日
初ﾝ テ

庵ﾝ ヲ

結
等
云
云
、
此ﾝ ノ

御
文
章ﾝ ノ

御
消
息ﾝ ヲ

、
日
朝
不
慮ﾝ ニ

感
得ﾝ シ

テ、
大
坊ﾝ ニ

奉ﾚ

納ﾝ メﾚ

之
畢
。

　
　

二
十
一　

身
延
山
開
闢
時
代ﾝ ノ

事　
）
（1
（

王
代ﾝ ハ

九
十
代
後
宇
多
院
諱
世
仁
、
奉ﾚ

號ﾝ シｲ

大
覺
寺
殿ﾝ トｱ

是ﾝ レ

也
、
文
永
十
一
年
甲
戌
三
月
二
十
六
日
即
位
、
八
歳
也
、
仍
身
延
山ﾝ ハ

其ﾝ ノ

六
月
十
七
日
也
、

關
東ﾝ ノ

將
軍
惟
康
執
権ﾝ ノ

時
宗
也

）
（（
（

。

　

二
十
章
で
は
日
蓮
遺
文
を
引
用
し
、
鎌
倉
か
ら
身
延
迄
の
入
山
の
道
程
や
そ
の
理
由
等
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

2

日
蓮
学
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⒜
日
蓮
の
身
延
入
山
は
、
三
度
国
を
諫
め
て
用
い
ら
れ
な
い
場
合
は
山
林
に
交
わ
る
と
い
う
故
事
に
倣
っ
た
こ
と

⒝
日
蓮
が
文
永
十
一
年
五
月
十
二
日
に
身
延
に
到
着
（
入
山
）
し
た
こ
と

⒞
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
出
発
し
て
か
ら
身
延
ま
で
の
道
程
は
日
蓮
遺
文
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
を
感
得
し
た
こ
と

⒟
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
身
延
山
内
に
庵
を
結
ん
だ
こ
と

　

そ
し
て
、
二
十
一
章
で
は
、
身
延
山
開
闢
は
後
宇
多
院
の
時
代
で
、
大
覚
寺
殿
が
文
永
十
一
年
三
月
二
十
六
日
に
即
位
し
た
こ
と
を
例
と
し
て
挙
げ
、

こ
れ
と
同
年
と
な
る
六
月
十
七
日
に
身
延
山
が
開
闢
さ
れ
た
こ
と
を
関
連
づ
け
て
記
し
て
い
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
入
山
の
道
程
に
関
し
て
は
『
元

祖
化
導
記
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
後
の
日
蓮
伝
記
編
纂
の
手
本
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
日
蓮
の
身
延
入
山
の
動
機
や
入
山
の
道

程
に
つ
い
て
は
、
御
入
山
直
後
に
記
さ
れ
た
「
富
木
殿
御
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。

②
『
日
蓮
聖
人
御
弘
通
次
第
』

同
（
文
永
十
一
年
）
五
月
十
二
日
御ｲ
出
鎌
倉ｱ

、
同
十
七
日
入ｲ

御
甲
州
飯
野
御
牧
波
木
井
郷ﾝ ノ

身
延
山ﾝ ニｱ

、
于ﾚ

時
御
年
五
十
三
、
於ｲ

當
山ｱ

御
在
生

九
年
関
東
法
光
寺
殿
御
代
也
（
括
弧
内
筆
者
註
））
（1
（

と
あ
る
よ
う
に
、
文
永
十
一
年
五
月
十
二
日
に
身
延
に
入
山
し
、
在
山
九
年
間
の
記
述
は
確
認
で
き
る
が
、
甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
の
記
述
は
み

ら
れ
な
い
。

③
『
三
師
御
伝
土
代
』

同
（
文
永
十
一
年
）
五
月
十
二
日
鎌
倉
を
出
で
此
の
山
に
入
る
、
是
偏
へ
に
父
母
の
恩
三
宝
の
恩
国
恩
を
報
ぜ
ん
が
為
に
身
を
破
り
命
を
捨
つ
と

も
破
れ
ず
さ
で
こ
そ
候
へ
。（
括
弧
内
筆
者
註
））
（1
（

と
あ
る
よ
う
に
、
文
永
十
一
年
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
か
ら
身
延
に
入
っ
た
記
述
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
後
の
身
延
在
山
の
様
子
や
甲
斐
国
巡
教・

身

延
山
開
闢
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

3

日
蓮
の
身
延
入
山
・
甲
斐
国
巡
教
・
身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
（
望
月
）



④
『
祖
師
伝
』

同
（
文
永
十
一
年
）
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
御
立
あ
り
、
さ
か
わ
ま
で
、
十
三
日
に
は
竹
の
下
、
十
四
日
に
車
返
、
十
五
日
に
は
大
宮
、
十
六
日

に
は
南
部
、
十
七
日
甲
斐
国
波
木
井
の
郷
南
部
六
郎
入
道
法
名
日
円
と
云
へ
り
日
興
上
人
の
御
教
化
な
り
日
円
入
道
の
所
に
御
座
あ
り
、
六
月
十

七
日
に
身
延
山
に
御
移
り
有
り
て
九
ケ
年
の
御
隠
居
な
り
、
昼
夜
の
勤
行
懈
ら
ざ
る
な
り
。（
括
弧
内
筆
者
註
））
（1
（

と
あ
る
よ
う
に
、
文
永
十
一
年
五
月
十
二
日
の
鎌
倉
か
ら
身
延
入
山
ま
で
の
道
程
を
挙
げ
、
六
月
十
七
日
に
身
延
に
移
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
入
山
後
の
甲
斐
国
巡
教
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑤
『
元
祖
蓮
公
薩
埵
略
伝
』

師
五
十
三
歳
文
永
十
一
五
月
十
二
日
去ﾝ リｲ

鎌
倉ﾝ ヲｱ

、
同
六
月
十
七
日
入ﾝ リｲ

甲
州
身
延
山ﾝ ニｱ

初ﾝ テ

創ｲ

一
宇ﾝ ヲｱ

、
住
山ﾝ シ

タ
ル泛ｲ

九
年ﾝ ニｱ

矣
。）

（1
（

と
あ
る
よ
う
に
、
五
月
十
七
日
に
鎌
倉
よ
り
身
延
に
入
り
、
六
月
十
七
日
に
初
め
て
身
延
山
に
一
宇
を
創
立
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
後

は
入
山
後
九
年
間
在
山
し
た
記
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
身
延
山
開
闢・

甲
斐
国
巡
教
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥
『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』

　
　

身
延
山
入
第
二
十
七

今
の
す
す
め
三
度
に
及
給
へ
ど
も
、
國
主
用
ひ
給
は
ね
は
、
山
林
に
入
ら
ん
と
思
し
召
し
、
同
き
年
の
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
出
で
、
酒
匂
に
宿

り
給
ふ
。
十
三
日
に
竹
下
、
十
四
日
に
車
返
、
十
五
日
に
大
宮
、
十
六
日
に
南
部
、
十
七
日
に
甲
斐
國
波
木
井
郷
に
入
給
ふ
。
六
月
十
七
日
に
初

め
て
庵
を
身
延
山
に
結
び
給
ふ
。）
（1
（

と
あ
る
よ
う
に
、
日
蓮
遺
文
に
み
ら
れ
る
三
度
の
国
家
諫
暁
の
こ
と
を
受
け

）
（1
（

、
国
主
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
山
林
に
交
る
こ
と
に
な
っ

た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
永
十
一
年
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
出
て
五
月
十
七
日
に
波
木
井
郷
（
身
延
）
に
入
り
、
六
月
十
七
日
に
庵
を
身
延
山
内

に
結
ん
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
身
延
入
山
と
庵
室
居
住
の
日
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
斐
国
巡
教
に
つ
い

て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

4
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⑦
『
日
蓮
聖
人
御
伝
記
』

　
　
　

巻
六
第
八 

聖
人
み
の
ぶ
へ
御
隠
居
の
事

（
前
略
）
身
延
山
に
入
な
ん
と
て
、
お
な
じ
き
五
月
五
日
に
鎌
倉
を
立
出
給
ふ
。
道
の
程
い
と
は
る
け
し
。
其
夜
は
酒
勾
に
と
ま
り
、
十
三
日
は

竹
の
下
、
十
四
日
は
く
る
ま
が
へ
し
、
十
五
日
に
は
大
宮
、
十
六
日
に
は
南
部
、
十
七
日
に
か
ひ
（
甲
斐
）
の
国
波
木
井
郷
に
入
せ
給
ふ
と
ぞ
（
後

略
）。

　
　
　

巻
六
第
十
一
聖
人
み
の
ぶ
に
庵
を
む
す
び
給
ふ
事

同
六
月
十
七
日
に
、
は
き
り
よ
り
い
ぬ
る
に
あ
た
る
身
延
山
に
い
ほ
り
を
む
す
び
給
ひ
け
り
（
後
略
）。）
（1
（

と
あ
る
よ
う
に
、
五
月
十
七
日
身
延
入
山
後
、
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
「
石
和
川
の
石
経
」（
巻
九
第
七
）、「
ぐ
ん
な
い
の
曼
荼
羅
」（
巻
八
第
九
）
の

二
箇
所
し
か
な
く
、
一
ヶ
月
後
の
六
月
十
七
日
に
身
延
に
庵
を
結
ぶ
と
し
て
い
る
。
前
者
は
、
石
和
遠
妙
寺
の
鵜
飼
の
亡
霊
供
養
の
内
容
で
あ
る
。
後

者
は
、
甲
斐
国
木
立
妙
法
寺
に
伝
わ
る
日
蓮
筆
曼
荼
羅
本
尊
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
）
11
（

。
同
書
の
記
述
を
分
析
し
た
結
果
、
甲
斐
国
内
の
石
和
と
小
室
以

外
に
は
文
永
十
一
年
の
甲
斐
国
巡
教
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
）
1（
（

⑧
『
日
蓮
聖
人
年
譜
』

　
　
　

一
、
身
延
山
入
御

光
日
房
抄
に
云
く
、
同
き
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
出
て
ぬ
（
中
略
）。

古
伝
皆
十
二
日
に
は
鎌
倉
を
出
で
ゝ
酒
匂
に
宿
し
た
ま
ふ
、
十
三
日
竹
ノ
下
、
十
四
日
車
返
、
十
五
日
に
は
富
士
の
大
宮
、
十
六
日
南
部
、
十
七

日
甲
斐
国
波
木
井
郷
入
御
な
り
。
別
し
て
延
山
に
御
入
り
候
事
、
家
々
ノ
所
伝
不
同
な
り
と
雖
モ
、
富
士
の
所
伝
略
し
て
之
レ
を
書
く
。）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
に
『
光
日
房
抄
』）

11
（

を
引
用
し
、
古
い
伝
記
本
は
一
同
に
鎌
倉
か
ら
身
延
ま
で
の
道
程
を
引
用
し
て
身
延
入
山
し
た
と
し
て
い
る

が
、
入
山
の
記
述
は
各
伝
記
に
よ
っ
て
同
じ
で
な
く
、
富
士
の
所
伝
は
身
延
入
山
の
こ
と
を
省
略
し
て
い
る
と
あ
る
。「
古
伝
」
と
あ
る
の
は
、『
富
木

殿
御
書
』
と
い
っ
た
日
蓮
遺
文
や
①・

②・

④・

⑥
の
日
蓮
伝
記
本
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
身
延
山
開
闢・

甲
斐
国
巡
教
に

5

日
蓮
の
身
延
入
山
・
甲
斐
国
巡
教
・
身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
（
望
月
）



関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。

⑨
『
蓮
公
行
状
』

十
二
日
身
延
山
に
御
隠
居
の
た
め
鎌
倉
を
御
立
あ
り
て
同
国
酒
匂
に
赴
給
ふ
、
十
三
日
駿
州
竹
の
下
、
十
四
日
車
返
、
十
五
日
富
士
大
宮
、
十
六

日
甲
州
南
部
、
十
七
日
同
波
木
井
郷
、
十
九
日
領
主
南
部
六
郎
実
長
の
所
に
御
入
御
対
面
実
長
渇
仰
、
五
月
二
十
四
日
法
華
取
要
抄
成
、
六
月
十

七
日
小
庵
御
造
営
〈
今
号ﾝ スｲ

身
延
山
久
遠
寺ﾝ トｱ

〉）
11
（

と
あ
り
、
五
月
十
二
日
鎌
倉
を
出
立
し
て
同
月
十
七
日
に
波
木
井
郷
に
入
り
、
十
九
日
に
南
部
実
長
と
対
面
し
た
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
序

で
五
月
二
十
四
日
に
は
『
法
華
取
要
抄
』）
11
（

が
著
述
さ
れ
、
こ
れ
を
経
て
六
月
十
七
日
に
小
庵
が
造
営
さ
れ
、
こ
れ
が
身
延
山
久
遠
寺
と
名
付
け
ら
れ
た
と

し
て
い
る
）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
斐
国
巡
教
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑩
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』

于
檀
越
波
木
井
氏
實
實ﾝ ニ

卜ﾝ ス

隱ﾝ ヲ

於
兜
巖ﾝ ニｱ
〈
兜
巌ﾝ ハ

者
則ﾝ チ

甲
州ﾝ ナ

リ出ﾝ タ
リ

ｲ

旧
事
記ﾝ ニｱ

〉
附ﾝ シｲ

長
興
山ﾝ ヲ

於
日
朗ﾝ ニｱ

、
五
月
十
二
日
睥ｲ

睨ﾝ シ
テ鎌

倉ﾝ ヲｱ

而
去ﾝ ル

十
七
日
著ﾝ ク

於ｲ

身

延
山ﾝ ニｱ

、
實
長
出ﾝ テ

迎ﾝ ヘ

相
見ﾝ テ

大ﾝ ニ

喜ﾝ フ

、
實
長ﾝ ハ

新
羅
源
家
世
居ﾝ シ

テ

ｲ

于
甲
州ﾝ ニｱ

食ﾝ ミｲ

巨
摩
郡
飯
野
御
牧
波
木
井
三
郷ﾝ ニｱ

、
舘ﾝ スｲ

于
波
木
井ｱ

、
人
呼ﾝ テ

爲ﾝ スｲ

波
木ｱ

也
、

（
中
略
）
是ﾝ レ

内
祕
外
現ﾝ ノ

権
者ﾝ ニ

シ
テ両

序
穆
穆ﾝ ト

シ
テ不ﾝ シ
テ

ﾚ
教ﾝ ヘ

而
行ﾝ ハ

レ、
不ﾝ シ

テ

ﾚ

治ﾝ メ

而
平ﾝ カ

ニ、
本
時
自
行
空
中
會
上ﾝ ナ

ル者ﾝ ナ
リ也

、
扁ﾝ シ

テ呼ﾝ ブｲ

身
延
山
久
遠
寺ﾝ トｱ

、
時
々
見ﾝ ルｲ

異
人ﾝ ノ

來ﾝ テ

奉
仕
供
給ﾝ ス

ル
ヲ

ｱ

、
其ﾝ ノ

博
地ﾝ ノ

實
者ﾝ モ

亦ﾝ タ

孜
孜ﾝ ト

シ
テ務ﾝ メ

式ﾝ ト
ル

　

 

（
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
省
略
））

11
（

　

文
永
十
一
年
五
月
十
七
日
に
鎌
倉
か
ら
身
延
に
入
山
し
、
そ
れ
か
ら
小
室
妙
法
寺
と
石
和
遠
妙
寺
で
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ

以
外
の
甲
斐
国
巡
教
に
関
す
る
記
載
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
に
身
延
山
久
遠
寺
と
呼
ば
れ
た
状
況
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
六
月
十
七
日
と
い
う
身
延

山
開
創
の
日
の
記
述
は
な
い
。

⑪
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』

晡
時
着ｲ

身
延ﾝ ノ

澤ﾝ ニｱ

大
檀
那
波
木
井
氏
〈
或ﾝ ハ

作ｲ

波
切ﾝ ニｱ

和
訓
通ﾝ ス

〉
六
郎
實
長
率ｲ

男
及
親
族ﾝ ヲｱ
而
出
迎
相
見
大ﾝ ニ

喜
〈
相
見ﾝ ノ

地
造ﾝ テｲ

一
宇ﾝ ヲｱ

験ﾝ スﾚ

之ﾝ ヲ

、
今
之
發

6

日
蓮
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軫
堂
是
也
〉

　
 

（
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
省
略
）

反ｲ
波
木
井ﾝ 二ｱ　

六
月
十
七
日
移ｸ

波
木
氏
所ｲ

建
営
建ﾝ ス

ル

ｱ

草
堂ﾝ ニｶ

、
身
延ﾝ ノ

爲ﾝ ル
ヤ

ﾚ

地
也　

）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』（
以
下
、『
統
紀
』
と
略
）
で
は
、
⑩
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』（
以
下
、『
高
祖
伝
』
と
略
）
を
受
け
て
小
室
、

石
和
を
経
て
新
た
に
日
野
か
ら
信
州
蔦
木
ま
で
の
布
教
の
足
跡
を
追
記
し
て
い
る
の
が
特
徴
と
な
る
）
11
（

。
こ
の
こ
と
は
、
本
伝
記
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
伝

記
に
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
身
延
入
山
や
身
延
山
開
闢
に
つ
い
て
も
こ
の
伝
記
本
以
降
に
記
述
が
み
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

⑫
『
本
化
高
祖
年
譜
』

振
手ﾚ

衣ﾝ ヲ

入ｲ

波
木
井ﾝ ニｱ

、
南
部
氏
源ﾝ ノ

實
長
、
蘿ｲ

迎ﾝ ス

于 

路ﾝ ニｱ

、
將ﾝ ニ

構ﾝ ト
ス

ｲ

大
廈ﾝ ヲｱ

、
大
士
拒
辭
做ﾝ ン

デ存ﾝ ジ
テ

ｲ

規
模ﾝ ヲｱ

造
式
弗ﾚ

全ﾝ カ
ラ而

已

　

 

（
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
省
略
）

環ﾝ ルｲ

波
木
井ﾝ ニｱ

、
六
月
十
七
日
、
移ｲ

南
部
氏
所
營ﾝ ノ

小
院ﾝ ニｱ

、
爾ﾝ ル

後
諸
徒
、
勗ｲ

于
外ﾝ ニｱ

、
大
士
勵ｲ

于
內ｱ

、
弘
經
利
潤
無ﾝ シﾚ

有ｲ

間
斷ｱ

焉
）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
日
蓮
と
南
部
実
長
と
の
対
面
を
記
し
、
こ
れ
に
続
い
て
「
十
二
日
至
十
六
日
所
宿
之
處
、
本
文
從
身
延
記
朝
鈔
、
記
讚
、
靈
記
、
國

字
傳
統
紀
曰
」）
1（
（

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
く
つ
か
の
文
献
を
引
用
し
、
そ
の
後
に
鎌
倉
か
ら
身
延
迄
の
道
程
の
記
述
を
加
え
、
五
月
十
七
日
に
身
延
入
山
さ

れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
次
に
、
甲
斐
国
巡
教
を
経
て
波
木
井
に
六
月
十
七
日
に
還
り
、
南
部
氏
が
建
立
し
た
小
院
に
移
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
に
関
わ
る
記
述
は
す
べ
て
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
水
戸
城
北
沙
門
日
竟
の
序
文
に
「
渉ﾝ リｲ

高

祖
息
憩ﾝ ノ

之
所ﾝ ニｱ

在
、
或
捜ﾝ リｲ

旧
記ﾝ ヲ

於
古
刹ﾝ ニｱ

、
或
訪ﾝ ヒｲ

遺
聞ﾝ ヲ

於
故
老ﾝ ニｱ

」）
11
（

と
あ
り
、
著
者
自
ら
日
蓮
の
足
跡
を
歩
き
、
地
域
に
伝
わ
る
伝
承
を
調
べ
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

⑬
『
本
化
高
祖
紀
年
録
』

高
祖
波
木
井
に
入
給
ふ
。
南
部
氏
出
む
か
へ
て
よ
ろ
こ
ぶ
事
は
な
は
だ
し
。

7

日
蓮
の
身
延
入
山
・
甲
斐
国
巡
教
・
身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
（
望
月
）



（
挿
絵
「
南
部
氏
迎
高
祖
」）

精
舎
を
身
延
山
に
経
営
し
奉
ら
ん
と
い
ふ
高
祖
因
く
辞
し
給
ふ
。
故
に
其
居
の
成
所
僅
に
規
模
を
存
す
る
の
み
。

　

 
（
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
省
略
）

信
州
蔦
木
に
遊
化
し
給
ひ
、
甲
州
甘
理
に
ゆ
き
、
波
木
井
に
反
給
ふ
。
六
月
十
七
日
南
部
氏
の
営
む
所
の
新
居
に
移
り
た
ま
ふ
。）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
身
延
入
山
の
こ
と
を
挿
絵
「
南
部
氏
迎
高
祖
」、
そ
し
て
甲
斐
国
巡
教
の
こ
と
を
挿
絵
を
交
え
て
文
字
を
記
し
、
そ
の
後
の
六
月
十
七

日
に
新
居
に
移
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、『
統
紀
』
の
記
述
を
受
け
て
、
こ
れ
を
踏
襲
し
、
自
ら
そ
の
足
跡
を
踏
査
し
た
こ
と
を
注
記
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
身
延
入
山・
甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
に
関
わ
る
記
述
は
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑭
『
日
蓮
上
人
一
代
図
会
』

か
く
て
こ
ゝ
を
た
ち
出
給
ひ
、
哺
時
に
身
延
の
澤
に
著
く
、
大
檀
那
波
木
井
氏
六
郎
實
長
子
弟
を
携
え
、
出
迎
へ
て
大
に
喜
び
、
宴
を
設
け
て
旅

情
を
慰
む
。

　

 

（
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
省
略
）

夫
よ
り
信
州
蔦
木
に
遊
化
し
、
か
く
て
波
木
井
に
帰
り
給
ふ
、
六
月
十
七
日
に
至
り
、
波
木
井
南
部
氏
遊
化
の
間
に
、
造
立
す
る
処
の
草
堂
に
移

り
給
ふ
、
そ
れ
身
延
の
地
景
た
る
や
（
後
略
））
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
刊
行
さ
れ
た
『
統
紀
』『
紀
年
録
』
等
の
記
述
を
受
け
て
、
身
延
入
山
や
甲
斐
巡
教
の
記
述
は
、
⑪
⑫
⑬
と
い
っ
た
伝
記
本
を

踏
襲
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
新
た
な
記
述
内
容
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
に
関
わ
る
記
述
は
み

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑮
『
日
蓮
大
士
真
実
伝
』

波
木
井
六
郎
実
長
は
、
そ
の
一
門
帰
依
の
者
を
伴
ひ
、
遠
く
途
中
に
出
で
迎
へ
、
そ
の
歓
喜
大
方
な
ら
ず
。
先
づ
波
木
井
の
邸
宅
へ
入
奉
り
、
こ

れ
よ
り
六
郎
実
長
は
、
地
割
を
な
し
、
絵
図
面
を
発
し
、
相
応
な
る
一
寺
を
建
立
せ
ん
と
企
て
給
ひ
た
る
を
、
高
祖
は
堅
く
辞
退
な
し
、
我
が
意

8

日
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に
協
ふ
極
は
斯
く
あ
り
た
し
と
、
御
望
み
あ
り
け
れ
ば
波
木
井
殿
も
力
な
く
、
さ
れ
ば
貴
意
に
任
か
せ
奉
ら
ん
と
、
番
匠
二
三
人
、
木
を
伐
り
茅

を
束
ね
、
聊
か
な
る
御
菴
室
を
ぞ
営
み
始
め
け
る
。
か
く
て
大
士
は
暫
く
波
木
井
の
方
に
在
し
け
る
が
、
当
地
よ
り
程
近
き
小
室
と
い
へ
る
処
に
、

慧
長
法
印
善
智
と
い
ふ
才
学
の
修
験
者
あ
る
由
聞
き
た
ま
ひ
、
五
月
雨
の
雲
吹
き
晴
れ
て
青
葉
に
薫
る
風
い
さ
ぎ
て
あ
し
れ
ば
、
日
興
、
日
向
の

両
人
を
伴
ひ
、
遊
び
が
て
ら
に
彼
処
に
赴
き
、
あ
た
り
の
石
の
上
に
御
腰
打
懸
け
読
経
あ
り
し
を
、
善
智
法
印
聞
き
咎
め
、
こ
ゝ
に
来
っ
て
法
論

に
及
ぶ
、

　

 

（
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
は
省
略
）

八
代
郡
、
山
梨
郡
、
信
州
諏
訪
郡
蔦
木
ま
で
遊
化
な
し
給
ひ
、
日
数
凡
そ
二
十
日
余
り
を
歴
て
、
六
月
十
七
日
波
木
井
に
帰
り
給
へ
ば
、
か
ね
て

聖
人
の
御
指
揮
に
任
せ
て
営
み
た
り
と
て
、
身
延
山
の
麓
、
渓
川
に
沿
う
て
、
柱
は
僅
か
十
二
本
、
三
間
四
面
の
草
堂
の
、
茅
も
て
葺
け
る
軒
深

く
、
奥
ま
り
た
る
中
央
に
須
弥
壇
を
立
て
て
本
尊
を
安
じ
、
香
華
清
ら
か
に
灯
明
を
点
じ
、
南
に
網
代
の
日
陰
を
覆
ひ
、
書
を
読
む
窓
あ
り
。
物

書
く
べ
く
机
も
あ
り
。（
後
略
））
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
波
木
井
（
南
部
）
実
長
が
日
蓮
を
身
延
で
出
迎
え
、
先
ず
は
波
木
井
の
邸
宅
に
入
り
、
一
宇
を
建
立
す
る
こ
と
を
日
蓮
に
伝
え
、
こ

れ
を
固
辞
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
日
興
と
日
向
の
二
師
を
伴
っ
て
小
室
の
修
験
者
善
智
と
法
論
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
八
代
郡
、
山

梨
郡
、
信
州
諏
訪
郡
と
巡
教
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
巡
教
を
終
え
て
二
十
日
余
り
を
経
た
六
月
十
七
日
に
波
木
井
に
帰
り
、
三
間
四
面
の
草
堂
に

入
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・
身
延
山
開
闢
に
関
わ
る
記
述
は
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
書
の
「
凡
例
」
に
「
日

蓮
大
士
一
代
の
事
蹟
は
、
行
学
院
日
朝
聖
人
の
化
導
記
。
円
妙
澄
師
の
註
画
讃
。
亦
日
省
師
の
高
祖
伝
。
六
牙
潮
師
別
頭
統
紀
。
建
立
玄
得
二
公
の
高

祖
年
譜
。
是
等
に
善
尽
そ
美
を
つ
く
す
つ
雖
も
。
其
文
高
く
、
其
旨
遠
く
し
て
、
在
家
の
不
眼
に
は
そ
の
善
美
読
が
た
し
。
又
御
伝
記
、
御
一
代
記
、

紀
年
録
等
の
仮
名
書
あ
り
。
其
は
読
易
け
れ
ど
も
事
実
に
委
し
か
ら
ず
。」）
11
（

と
い
う
理
由
を
本
書
編
纂
の
経
緯
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
世
か
ら
近
代
初
頭
ま
で
の
主
要
な
伝
記
本
を
比
較
し
、
そ
の
記
述
内
容
を
検
討
し
て
み
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
わ
か
っ
た
こ
と
箇
条
書
き

に
し
て
纏
め
て
み
た
い
。

9

日
蓮
の
身
延
入
山
・
甲
斐
国
巡
教
・
身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
（
望
月
）



・
�

鎌
倉
か
ら
身
延
ま
で
の
道
程
は
①・

④
～
⑨
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
①
『
元
祖
化
導
記
』
が
後
に
刊
行
さ
れ
る
伝
記
本
に
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
。

・
�

①
か
ら
⑤
の
中
世
の
日
蓮
伝
記
本
は
、
記
載
内
容
が
充
実
し
て
お
ら
ず
、
特
に
③・

⑧
の
富
士
門
流
関
係
の
伝
記
本
は
、
富
士
門
流
寄
り
の
記
述
内

容
と
な
っ
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

・
�

⑧
～
⑭
は
、
著
者
自
身
が
日
蓮
の
足
跡
を
歩
い
て
確
か
め
、
伝
記
を
作
成
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

・
�

⑦
⑩
は
、
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
の
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、
甲
斐
国
巡
教
は
小
室・

石
和
の
み
の
記
述
に
限
っ
て
い
る
。

・
�

⑬
～
⑮
の
在
家
信
徒
が
編
集
し
た
伝
記
本
は
⑩・

⑪
を
底
本
と
し
て
編
集
さ
れ
た
意
図
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
�

⑮
は
身
延
山
の
状
況
を
細
か
に
描
写
し
て
お
り
、
記
載
分
量
も
他
の
伝
記
本
に
比
較
し
て
豊
富
と
な
っ
て
お
り
、
凡
例
か
ら
考
え
て
も
近
世
の
日
蓮

伝
記
本
の
諸
本
を
集
大
成
し
た
も
の
と
い
え
る
。

二　

地
誌
類
等
に
み
ら
れ
る
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
の
記
述

　

身
延
地
域
の
歴
史
の
基
本
と
な
る
『
身
延
町
誌
』
第
四
節
身
延
入
山
の
一
「
入
山
の
聖
意
」
の
箇
所
で
は
「
富
木
殿
御
書
」
を
引
用
し
、
五
月
十
七

日
身
延
に
入
山
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
）
11
（

。
同
書
で
は
こ
れ
に
続
い
て
、

人
皇
第
九
十
代
後
宇
多
帝
の
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
六
月
十
七
日
は
実
に
聖
祖
棲
神
の
霊
窟
た
る
世
界
の
聖
地
、
身
延
山
開
闢
の
嘉
辰
な
り

（
中
略
）
而
し
て
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
九
月
八
日
御
年
六
十
一
歳
、
身
延
山
を
発
足
せ
ら
る
る
迄
八
年
五
ヶ
月
実
に
三
千
日
の
御
在
山
な
り
）
11
（

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
山
史
』
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
永
十
一
年
の
甲
斐
国
巡
教
の
こ
と
は
挙
げ
て
い
な
い

）
11
（

。
つ
ま
り
、
身
延
入
山
と

身
延
山
開
闢
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
文
永
十
一
年
の
甲
斐
国
巡
教
の
こ
と
は
、
現
代
の
地
誌・

郷
土
史
類
の
中
で
は
先
述
し
た
『
山
史
』
に
語

ら
れ
る
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、『
甲
斐
国
志
』
と
『
甲
斐
国
社
記・

寺
記
』
と
い
う
代
表
的
な
二
つ
の
甲
斐
国
地
誌
類
か
ら
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
に
関
す

10
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る
記
述
を
み
て
み
よ
う

）
11
（

。

⑯
『
甲
斐
国
志
』

文
永
十
一
年
甲
戌
五
月
日
蓮
上
人
南
部
六
郎
実
長ﾝ ノ

請ﾝ ニ

応ﾝ ジ

此
山ﾝ ニ

入ﾝ ル

（
実
長ﾝ ハ

南
部
三
郎
光
行ﾝ ノ

庶
男
即ﾝ チ

波
木
井
三
郷ﾝ ノ

領
主ﾝ ナ

リ）
今ﾝ ノ

西
谷ﾝ ト

云
処ﾝ ニ

草
庵ﾝ ヲ

構ﾝ ヘ

之ﾝ ニ

居ﾝ ル

、

弘
安
四
年
又
別ﾝ ニ

一
堂ﾝ ヲ

構ﾝ ヘ

縦
横
六
丈
号
身
延
山
久
遠
寺ﾝ ト

云ﾝ フ

（
日
蓮ﾝ ノ

書ﾝ ニ

坊ﾝ ハ

十
間
四
面ﾝ ニ

庇ﾝ サ
シ
テ造ﾝ リ
ア
ケ
テ
ト云

云
）、
宗
徒
此
書
斥ﾝ テ

地
引
御
書ﾝ ト

名ﾝ ク

、（
後
略
））

1（
（

と
あ
る
よ
う
に
、
文
永
十
一
年
五
月
に
日
蓮
が
身
延
に
入
山
し
、
西
谷
に
草
庵
を
構
え
て
住
み
、『
地
引
御
書
』
を
引
用
し
、
弘
安
四
年
の
草
庵
再
建
の

こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
久
遠
寺
の
縁
起
や
由
緒
の
紹
介
と
い
う
性
格
か
ら
か
、
こ
の
箇
所
で
は
甲
斐
国
巡
教
の
こ
と
ま
で
記
し
て
い
な
い
）
11
（

。

⑰
『
甲
斐
国
社
記・

寺
記
』

　
　

一
、
久
遠
寺
開
闢
之
事

人
王
八
十
九
代
亀
山
院ﾝ ノ

御
宇
、
文
永
十
一
年
甲
戌
六
月
十
七
日
法
華
宗ﾝ ノ

元
祖
日
蓮
大
菩
薩
五
十
三
才ﾝ ノ

開
基
九
年
読
誦
説
法
之
地
一
宗
之
本
山
元
祖ﾝ ノ

筆
跡ﾝ ニ

当
山
開
闢
等
之
事
処
々
分
明
有
之
候
、
餘
寺ﾝ ノ

事
一
向
無
之
候
、
此ﾝ ノ

山
幽
勝
景
天
竺
霊
鷲
山
漢
土ﾝ ノ

天
台
山
移
共
又
尽
未
来
際
迄
无
魂
留
置
候
共
、

又
日
蓮
弟
子
檀
那
等ﾝ ハ

此ﾝ ノ

山
本ﾝ ト

シ
テ可

参
共
有
之
故ﾝ ニ

一
宗ﾝ ノ

真
俗
別
而
信
敬
仕
侯
、
元
祖ﾝ ノ

時ﾝ ハ

十
間
四
面ﾝ ノ

堂
建
立
其
後
代
々
励
カ
堂
塔
僧
院
数
宇
出
来
仕
侯
、

從
開
闢
慶
応
四
年
迄
百
九
十
五
年ﾝ ニ

相
成
候

）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
日
蓮
の
五
十
三
歳
の
折
に
身
延
山
が
開
か
れ
、
日
蓮
在
世
の
時
は
十
間
四
面
の
堂
宇
の
み
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
堂
塔
伽
藍
が
出
来
、
同
書
が
編
纂
さ
れ
た
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
五
百
九
十
五
年
が
経
つ
と
し
て
い
る
。
寺
社
の
由
緒
等
を
記
す
同
書

に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
が
久
遠
寺
の
歴
史・

由
緒
と
し
て
刊
行
以
降
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
寺
院
縁
起
の
典
拠
と
な
っ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
地
誌
類
は
日
蓮
伝
記
本
を
引
用
し
、
そ
の
内
容
は
『
高
祖
伝
』『
仏
祖
統
紀
』『
高
祖
年
譜
』
等
の
日
蓮
伝
記

本
に
依
拠
し
て
い
る
事
例
が
多
々
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
）
11
（

。

11

日
蓮
の
身
延
入
山
・
甲
斐
国
巡
教
・
身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
（
望
月
）



三　

紀
行
文・

案
内
記
に
み
ら
れ
る
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
の
記
述

　

こ
こ
で
は
、
身
延
山
の
紀
行
文
や
案
内
記
等
に
み
ら
れ
る
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
の
記
述
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
資
料
を
紹
介
し

て
み
た
い
。

⑱
『
身
延
鑑
』
伝
久
遠
寺
三
十
一
世
日
脱
著

元
祖
大
聖
人
文
永
十
一
年
甲
戌
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
御
出
で
あ
り
て
、
同
十
七
日
に
此
の
沢
に
入
り
給
う
。（
中
略
）
聖
人
は
じ
め
て
対
面
し
給

い
「
実
長
が
身
の
お
よ
ぶ
ほ
ど
は
み
つ
ぎ
て
申
す
」
と
け
い
や
く
あ
り
て
、
同
じ
六
月
十
七
日
に
庵
室
を
む
す
び
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
花
院
と
号

し
（
後
略
））
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
五
月
十
二
日
に
身
延
に
入
山
し
、
六
月
十
七
日
に
庵
室
を
結
ん
で
久
遠
寺
と
号
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
身

延
山
案
内
記
と
い
う
資
料
の
性
格
か
ら
か
、
甲
斐
国
巡
教
の
こ
と
は
書
き
留
め
て
い
な
い
。

⑲
『
身
延
道
中
記
』
十
返
舎
一
九
著

身
延
山
久
遠
寺
は
文
永
十
一
年
五
月
、
上
人
鎌
倉
よ
り
甲
州
に
至
り
給
ふ
。
南
部
六
郎
と
い
ふ
も
の
、
上
人
に
帰
依
し
て
、
こ
の
処
に
寺
を
建
立

す
。（
後
略
）
既
還
而
五
月
甲
州
へ
赴
遂
ニ
身
延
山
ヲ
開
、
弘
安
五
年
九
月
武
州
へ
越
、
同
十
月
十
三
日
池
上
宗
仲
寺
ニ
寂
ス
、
歳
六
十
一
歳
ト
云
）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
文
永
十
一
年
五
月
に
日
蓮
が
身
延
に
入
山
し
て
寺
院
を
建
立
し
、
そ
の
後
の
動
向
を
記
し
て
い
る
が
、
身
延
山
が
開
闢
し
た
日
時
や

甲
斐
国
巡
教
の
こ
と
ま
で
記
し
て
い
な
い
。

⑳
『
甲
斐
叢
記
抄
』
大
森
快
庵
著

日
蓮
宗
惣
本
寺
な
り
、
亀
山
院
文
永
十
一
年
五
月
日
蓮
上
人
鎌
倉
よ
り
此
地
に
来
り
し
に
南
部
六
郎
実
長
深
く
帰
依
し
て
此
山
を
寄
進
し
け
れ
ど

も
上
人
は
西
谷
の
田
代
と
い
う
処
に
草
庵
を
結
び
て
居
ら
れ
し
が
弘
安
四
年
に
一
堂
を
構
ひ
身
延
山
久
遠
寺
と
称
せ
し
ぞ
権
與
な
り
け
る
。）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
文
永
十
一
年
五
月
に
鎌
倉
よ
り
身
延
に
入
山
さ
れ
、
草
庵
を
結
ん
だ
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
甲
斐
国
巡
教
や
身
延
山
開
闢
の
日

時
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

12
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㉑
『
松
亭
身
延
紀
行
』
松
亭
著

当
山
開
闢　

文
永
十
一
甲
戌
六
月
十
七
日
〈
歴
安
政
七
庚
申
年
至
五
百
八
十
七
年
〉）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
身
延
山
の
開
闢
に
つ
い
て
は
、「
当
山
開
闢
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
記
述
し
て
い
る
が
、
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
の
み
の
記
述
内

容
で
、
日
蓮
が
鎌
倉
か
ら
入
山
し
た
道
程
や
入
山
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
⑱
～
㉑
の
資
料
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
案
内
記
や
紀
行
文
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
、
身
延
入
山
や
身
延
山
開
闢
の
こ
と
は
記
す
が
甲
斐
国

巡
教
の
こ
と
ま
で
は
記
し
て
い
な
い
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
身
延
入
山
や
身
延
山
開
闢
の
こ
と
は
、
同
年
で
約
一
ヶ
月
違
い
の
出
来
事
の

た
め
に
ど
ち
ら
か
を
記
す
か
、
ま
た
は
入
山
と
開
闢
を
一
貫
し
た
こ
と
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

　

日
蓮
の
生
涯
に
お
け
る
身
延
入
山
、
甲
斐
国
巡
教
、
身
延
山
開
闢
の
記
述
に
関
し
て
、
日
蓮
伝
記
本
、
地
誌
類
、
紀
行
文・

案
内
記
と
い
っ
た
文
献

を
参
照
し
、
比
較
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

今
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
日
蓮
伝
記
本
の
中
で
は
、『
元
祖
化
導
記
』
が
日
蓮
の
生
涯
に
お
け
る
行
動
と
布
教
の
功
績
の
基
本
形
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

『
高
祖
伝
』・

『
統
紀
』
の
伝
記
本
か
ら
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
が
み
ら
れ
た
が
、『
統
紀
』
に
至
っ
て
甲
斐
国
巡
教
の
内
容
が
充
実
し
、
こ
れ
が
後
に
刊
行

さ
れ
る
日
蓮
伝
記
本
に
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
を
み
る
と
、『
高
祖
伝
』
以
降
に
身
延
入
山・

甲
斐
国
巡
教・

身
延
山
開
闢
に

三
点
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、『
高
祖
伝
』
は
開
闢
の
日
付
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
『
統
紀
』
以
降
の
伝
記
本
に
こ
の
三

点
の
記
述
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
江
戸
後
期
の
在
家
信
徒
の
日
蓮
伝
記
本
が
順
次
刊
行
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
は
日
蓮
の

足
跡
を
踏
査
し
、
こ
の
成
果
が
近
代
以
降
の
日
蓮
伝
記
本
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
著
者
の
日
諦・

日
耆
と
い
っ
た
僧
侶
や
要
言・

経

年・

泰
堂
と
い
っ
た
在
家
信
徒
が
日
蓮
の
足
跡
に
遺
さ
れ
た
地
域
の
伝
承
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
日
蓮
に
ま
つ
わ
る
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伝
承
や
布
教
の
実
像
が
伝
記
本
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
祖
師
信
仰
は
高
ま
り
を
み
せ
、
宗
教
者
と
し
て
偉
大
な
日
蓮
の
イ
メ
ー
ジ
が
法
華
信
徒
に

浸
透
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
地
誌
類
は
江
戸
後
期
～
明
治
初
期
と
い
う
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
か
ら
過
去
に
刊
行
さ
れ
た
日
蓮
伝
記
本
の
内
容
を
引
用
し
た
箇
所
が
随

所
に
み
ら
れ
、
紀
行
文
や
案
内
記
に
お
い
て
は
地
誌
類
を
引
用
し
た
箇
所
が
み
ら
れ
た
。
地
誌
類
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
は
そ
の

項
目
の
歴
史
や
由
緒
を
紐
解
く
基
本
資
料
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
各
寺
院
の
項
目
内
に
記
さ
れ
た
寺
院
縁
起
の
内
容
は
、
刊
行
以
降
地
域
住
民
に
認
知

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
寺
院
の
開
創
や
由
緒
を
考
え
る
上
で
、
寺
院
縁
起
の
中
に
日
蓮
伝
承
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
寺
院
の
開
創
と
伝
承
を

考
え
る
上
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

今
後
は
、
身
延
入
山
、
甲
斐
国
巡
教
、
身
延
山
開
創
の
こ
と
が
表
現
さ
れ
た
謡
曲
、
歌
舞
伎
、
浮
世
絵
と
い
っ
た
芸
術
分
野
の
資
料
に
そ
れ
ぞ
れ
の

出
来
事
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
、
日
蓮
伝
承
が
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

（
註
）

（
１
）�

身
延
山
久
遠
寺
の
開
創
に
関
し
て
は
、
令
和
五
年
六
月
に
営
ま
れ
た
身
延
山
開
創
七
百
五
十
年
の
記
念
法
要
の
折
に
「
開
創
」
と
し
て
い
る
が
、「
開
闢
」
と
い
う
語
句

が
身
延
山
の
中
世
か
ら
近
世
に
至
る
資
料
の
記
述
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
「
開
闢
」
に
統
一
し
た
。
な
お
、
身
延
山
の
開
闢
に
つ
い
て
久
遠
寺
三
十
三

世
日
亨
は
、「
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
、
当
山
建
立ﾝ ノ

日ﾝ ナ
ル

故ﾝ ニ

、
興
起ﾝ ノ

御
書
当
山ﾝ ニ

有ﾚ

之
、
最ﾝ モ

可ﾚ

営ｲ

報
恩ｱ

日
也
」（『
身
延
山
歴
代
略
譜
』）
と
あ
る
よ
う
に
六
月
十
七
日

を
身
延
山
建
立
の
日
と
し
て
報
恩
儀
礼
を
修
し
て
お
り
、
久
遠
寺
に
お
い
て
は
江
戸
中
期
以
降
に
開
闢
儀
礼
と
し
て
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）�『
山
史
』
第
二
章
第
一
節
「
庵
室
構
成
」
の
箇
所
で
も
「
文
永
十
一
年
五
月
十
七
日
、
初
め
て
波
木
井
の
郷
に
着
せ
し
よ
り
、
翌
十
七
日
に
至
る
三
旬
、
聖
祖
は
朗
興
二

師
を
従
へ
て
、
甲
州
遊
化
に
出
づ
、
此
間
小
室
に
法
印
善
智
を
論
伏
し
、
石
和
に
鵜
飼
を
救
済
し
、
次
で
北
原
村
（
今
の
甲
州
市
勝
沼
町
休
息
）
に
安
国
論
を
講
じ
、
修

験
僧
宥
範
法
印
其
講
説
に
感
ず
。
其
よ
り
信
州
蔦
木
に
行
化
し
、
甲
州
甘
利
よ
り
波
木
井
に
還
り
給
ふ
。
六
月
十
七
日
、
実
長
氏
、
小
院
を
鷹
取
山
の
東
麓
に
設
て
聖
人

を
請
ず
。」（
九
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
３
）�『
山
史
』
に
「
去
る
文
永
十
一
年
五
月
十
七
日
相
州
鎌
倉
を
出
で
て
六
月
十
七
日
よ
り
、
此
深
山
に
居
住
し
て
門
一
町
を
出
ず
」（
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
身
延
入
山
後

は
門
か
ら
外
へ
出
な
い
と
し
て
お
り
、
註
（
２
）
で
記
し
た
同
書
九
頁
の
記
述
と
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。

（
４
）�

本
稿
は
、
入
山
か
ら
開
闢
ま
で
の
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
の
内
容
を
一
連
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
、
全
体
的
な
流
れ
を
み
た
。
そ
の
中
で
、
身
延
入
山
か
ら
身
延
山
開
闢
ま
で
の
一
ヶ
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月
間
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
甲
斐
国
巡
教
の
記
述
に
つ
い
て
は
特
に
文
字
分
量
が
多
く
、
そ
の
記
載
は
伝
承
を
取
り
入
れ
た
内
容
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
稿
を

改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
５
）�
Ⅱ
の
甲
斐
国
巡
教
に
つ
い
て
は
、
文
永
十
一
年
以
外
の
甲
斐
国
巡
教
の
伝
承
が
あ
る
た
め
、
甲
斐
国
巡
教
の
全
体
像
を
捉
え
た
い
と
考
え
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
別
稿
に
て

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
６
）�

冠
賢
一
『
近
世
日
蓮
宗
出
版
史
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
）。

（
７
）�

日
蓮
伝
記
は
日
蓮
滅
後
間
も
な
く
編
纂
さ
れ
た
が
、
髙
橋
俊
隆
氏
は
『
日
蓮
聖
人
の
歩
み
と
教
え
』（
鎌
倉
期
、
佐
渡
期
、
身
延
期
）
山
喜
房
佛
書
林
、
に
お
い
て
、
六

老
僧
日
向
『
大
聖
人
（
高
祖
）
一
期
行
状
日
記
』
と
著
者
不
明
『
大
聖
人
御
伝
』
が
編
纂
さ
れ
た
が
、
現
在
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
他
に
も
身
延

久
遠
寺
三
世
日
進
『
日
蓮
聖
人
御
弘
通
次
第
』
が
あ
る
が
、
記
述
が
簡
略
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
８
）�

日
蓮
伝
記
を
編
纂
（
著
述
）
す
る
段
階
で
、
過
去
に
成
立
し
た
伝
記
本
を
参
照
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
必
要
な
伝
記
本
を
、
筆
者
独
自
の
見
解
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
た
。
明
治
期
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
主
な
伝
記
本
に
『
本
化
高
祖
累
歳
録
』
と
『
高
祖
年
譜
攷
異
』
が
あ
る
。
前
者
は
、
著
者
が
同
じ
で
『
累
歳
録
』
か
ら
二
年
後
に

刊
行
さ
れ
た
『
本
化
高
祖
紀
年
録
』
が
あ
る
。『
本
化
高
祖
年
譜
攷
異
』
も
『
本
化
高
祖
年
譜
』
の
会
本
と
し
て
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
改
刻
さ
れ
、
記
載
内
容
も

『
高
祖
年
譜
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
二
書
は
今
回
検
討
す
る
伝
記
本
か
ら
除
い
た
。

（
９
）�

註
（
５
）
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
文
永
十
一
年
の
甲
斐
国
巡
教
に
限
っ
て
分
析
し
た
。

（
10
）�

こ
の
章
に
は
「
十
七
日
こ
の
と
こ
ろ
、
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
た
い
し
は
こ
の
山
中
心
中
に
叶
て
へ
ば
、
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
。
結
句
は
一
人
に
な

り
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
み
に
て
候
」
と
身
延
入
山
の
動
機
や
入
山
し
た
当
時
の
心
境
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）�『
元
祖
化
導
記
』（『
日
蓮
上
人
伝
記
集
』
本
満
寺
刊
、
昭
和
四
十
九
年
）
所
収
。

（
12
）�

六
月
十
七
日
に
日
蓮
が
入
山
し
た
こ
と
は
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
の
『
庵
室
修
復
書
』
に
も
「
去
ぬ
る
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
、
こ
の
山
の
な
か
に
、
き
を
う

ち
き
り
て
、
か
り
そ
め
に
あ
ん
じ
ち
を
つ
く
り
て
候
い
し
が
、
よ
う
や
く
四
年
が
ほ
ど
、
は
し
ら
く
ち
、
か
き
か
べ
お
ち
候
え
ど
も
、
な
お
す
こ
と
な
く
て
、
よ
る
ひ
を

と
ぼ
さ
ね
ど
も
月
の
ひ
か
り
に
て
聖
教
を
よ
み
ま
い
ら
せ
、
わ
れ
と
御
経
を
ま
き
ま
い
ら
せ
候
わ
ね
ど
も
風
お
の
ず
か
ら
ふ
き
か
え
し
ま
い
ら
せ
候
い
し
が
、
今
年
は
十

二
の
は
し
ら
四
方
に
こ
う
べ
を
な
げ
、
四
方
の
か
べ
は
一
そ
に
た
お
れ
ぬ
。」
と
記
さ
れ
、
日
蓮
が
身
延
に
入
山
さ
れ
て
か
ら
三
年
を
経
た
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
の

遺
文
に
、
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
庵
室
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）�『
日
蓮
聖
人
御
弘
通
次
第
』（『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
一
巻
、
昭
和
三
十
四
年
）
所
収
。

（
14
）�『
三
師
御
伝
土
代
』（『
富
士
宗
学
要
集
』
第
五
巻
）
所
収
。

（
15
）�『
祖
師
伝
』（『
日
蓮
上
人
伝
記
集
』
本
満
寺
刊
、
昭
和
四
十
九
年
）
所
収
。

（
16
）�『
元
祖
蓮
公
薩
埵
略
伝
』（『
日
蓮
上
人
伝
記
集
』
本
満
寺
刊
、
昭
和
四
十
九
年
）
所
収
。

（
17
）�『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』（『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
勉
誠
社
刊
影
印
本
）。
こ
の
書
は
近
世
前
期
の
日
蓮
伝
記
本
の
中
心
と
し
て
漢
文・

和
文・

和
文
絵
入
と
江
戸
期
に
入
っ
て
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十
一
回
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
し
て
お
り
（
冠
前
掲
書
一
三
二
頁
）、
同
伝
記
本
の
流
布
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
の
和
文
絵
入
刊
行
本
を
採

用
し
た
。

（
18
）�
こ
の
こ
と
は
『
下
山
御
消
息
』（『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』（
以
下
『
定
遺
』）
一
三
三
五
頁
）
等
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）�
本
書
は
身
延
山
大
学
附
属
図
書
館
本
を
参
照
し
た
が
、
小
林
正
博
『
日
蓮
大
聖
人
御
伝
記
全
十
巻
』（
Ｕ
Ｓ
Ｓ
出
版
、
平
成
二
十
四
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
解
説
に
つ
い
て
も
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
20
）�

こ
れ
は
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
木
立
地
域
を
日
蓮
が
布
教
し
た
折
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
二
十
八
紙
本
尊
は
、
現
在
岡
宮
光
長
寺
（
沼
津
市
）
に
所
蔵
さ
れ
、
記
念
行

事
等
に
際
し
て
木
立
妙
法
寺
に
貸
し
出
し
て
い
る
。
本
資
料
は
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
十
一
月
二
十
一
日
付
（
本
紙
縦
二
四
七・

六
㎝
、
横
一
二
五・

二
㎝
）
で
山

中
喜
八
編
『
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
御
本
尊
目
録
』（
立
正
安
国
會
）
第
五
十
七
に
収
録
。

（
21
）�

小
林
氏
に
よ
る
『
日
蓮
大
聖
人
御
伝
記
全
十
巻
』
の
解
説
で
は
、
日
精
の
『
日
蓮
聖
人
年
譜
』
を
種
本
と
し
た
表
記
が
目
立
つ
と
し
て
い
る
（
小
林
正
博
『
日
蓮
大
聖
人

御
伝
記
』
Ｕ
Ｓ
Ｓ
出
版
解
題
、
三
六
一
頁
）。
但
し
、「
甲
斐
国
石
和
川
石
経
の
事
」
は
九
巻
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
巻
に
収
録
さ
れ
た
各
章
は
編
年
で
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
箇
所
が
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
事
項
の
年
紀
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。

（
22
）�『
日
蓮
聖
人
年
譜
』（『
富
士
宗
学
要
集
』
第
五
巻
）
所
収
。
本
書
の
成
立
年
は
、
小
林
正
博
解
説
『
日
蓮
大
聖
人
御
伝
記
』
三
六
一
頁
に
よ
っ
た
。

（
23
）�『
光
日
房
抄
』
は
『
光
日
房
御
書
』（『
定
遺
』
一
一
五
五
頁
）
の
こ
と
で
「「
本
よ
り・

ご
せ
し
事
な
れ
ば
日
本
国
の
ほ
ろ
び
ん
を
助
け
ん
が
た
め
に
三
度
い
さ
め
ん
に
御

用
い
な
く
ば
山
林
に
ま
じ
わ
る
べ
き
よ
し
存
ぜ
し
ゆ
へ
に
同
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
い
で
ぬ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）�『
蓮
公
行
状
』（『
法
華
霊
場
記
冠
部
』）（『
日
蓮
上
人
伝
記
集
』
本
満
寺
刊
、
昭
和
四
十
九
年
）
所
収
。

（
25
）�『
法
華
取
要
抄
』（『
定
遺
』
八
一
〇
～
七
頁
）。
同
書
は
、
文
永
十
一
（
一
二
七
三
）
年
五
月
二
十
四
日
に
身
延
に
お
い
て
述
作
さ
れ
、
下
総
国
に
住
む
富
木
常
忍
に
与
え

た
遺
文
と
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）�

本
伝
記
本
は
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
に
成
立
し
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
期
に
入
っ
て
本
書
の
内
容
が
広
く
一
般

庶
民
層
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）�『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』（『
日
蓮
上
人
伝
記
集
』
本
満
寺
刊
、
昭
和
四
十
九
年
）
所
収
。

（
28
）�『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』（
本
満
寺
刊
、
昭
和
五
十
五
年
）
所
収
。

（
29
）�『
統
紀
』
で
は
二
子
塚
定
林
寺
、
米
倉
妙
昌
寺
、
日
野
見
法
寺
、
西
井
出
上
行
寺
、
蔦
木
真
福
寺
の
伝
承
を
新
た
に
紹
介
し
て
い
る
。

（
30
）�『
本
化
高
祖
年
譜
』（『
日
蓮
上
人
伝
記
集
』
本
満
寺
、
昭
和
四
十
九
年
）
所
収
。

（
31
）�

右
同
。

（
32
）�

右
同
。

（
33
）�『
本
化
高
祖
紀
年
録
』（『
日
蓮
聖
人
伝
記
集
』
一
〇
、（
株
）
法
華
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
昭
和
六
十
二
年
）
所
収
。
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（
34
）�『
日
蓮
上
人
一
代
図
会
』
安
政
五
年
（
一
八
五
九
）
成
立
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
平
楽
書
店
刊
。

（
35
）�
大
正
十
三
年
三
月
九
日
獅
子
王
文
庫
刊
『
日
蓮
大
士
真
実
伝
』

（
36
）�
右
同
。

（
37
）�『
身
延
町
誌
』（
昭
和
四
十
五
年
）
第
四
節
「
身
延
入
山
」（
デ
ジ
タ
ル
公
開
資
料
）

（
38
）�

右
同
。

（
39
）�『
身
延
町
誌
』
で
は
、
第
三
章
第
三
節
「
日
蓮
聖
人
の
入
甲
と
富
士
埋
納
経
」
の
節
で
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
の
富
士
山
埋
経
の
こ
と
は
記
し
て
い
る
が
、
文
永
十

一
年
の
身
延
入
山
後
約
一
ヶ
月
の
動
向
は
記
し
て
い
な
い
。

（
40
）�

甲
斐
国
の
地
誌
類
は
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）『
甲
斐
国
志
』（
松
平
定
能
）
の
他
に
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）『
甲
州
噺
』、
文
化
十
一
年

（
一
八
一
四
）『
甲
斐
名
勝
志
』（
萩
原
元
克
）
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。『
国
志
』
は
そ
の
中
で
も
甲
斐
国
内
の
地
誌
を
知
る
基
本
資
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
41
）�

松
平
定
能
編
『
甲
斐
国
志
』
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）。

（
42
）�

甲
斐
国
志
編
纂
会
編
『
甲
斐
国
志
』（
昭
和
四
十
六
年
刊
）
の
甲
斐
国
内
の
日
蓮
巡
教
の
足
跡
が
遺
る
小
室
妙
法
寺
や
石
和
遠
妙
寺
等
で
は
、
日
蓮
の
巡
教
の
こ
と
を
詳

細
に
記
し
て
い
る
。

（
43
）�

山
梨
県
立
図
書
館
編
、
山
梨
県
史
料
『
甲
斐
国
社
記・

寺
記
』
昭
和
四
十
三
年
刊
。

（
44
）�『
甲
斐
国
社
記・

寺
記
』
は
、
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
の
七
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
甲
州
寺
社
総
括
職
に
提
出
さ
れ
た
山
梨
県
内
の
神
社・

寺
院
由
緒
等
を
纏
め
、
明

治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
江
戸
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
甲
斐
国
志
』
を
参
照
し
、
寺
院
縁
起
を
引
用
し
て
明
治
期
初
期
の
神
社
仏
閣
の

由
緒・

縁
起
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
寺
院
由
緒
等
は
甲
斐
国
内
の
日
蓮
宗
寺
院
の
基
本
的
な
由
緒
書
と
し
て
捉
え
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

（
45
）�

日
蓮
の
甲
斐
国
巡
教
と
日
蓮
伝
承
に
つ
い
て
は
、「
日
蓮
伝
記
と
日
蓮
伝
承　

―
日
蓮
の
甲
斐
国
巡
教
を
中
心
に
―
」
と
題
し
た
論
考
を
近
日
公
表
予
定
な
の
で
参
照
さ

れ
た
い
。

（
46
）�『
身
延
鑑
』
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
身
延
山
大
学
附
属
図
書
館
蔵
。
同
書
は
身
延
山
案
内
記
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
47
）�『
身
延
道
中
記
』（
金
草
鞋
第
十
二
編
）
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
初
版
（『
身
延
山
参
詣
記
拾
遺
』
一
三
六
頁
所
収
）。

（
48
）�『
甲
斐
叢
記
抄
』
嘉
永
元
年
刊
、（『
身
延
山
参
詣
記
拾
遺
』
八
五
頁
所
収
）。

（
49
）�『
松
亭
身
延
紀
行
』
万
延
元
年
（
一
六
八
〇
）（『
身
延
山
参
詣
記
拾
遺
』
一
五
九
頁
所
収
）。

17

日
蓮
の
身
延
入
山
・
甲
斐
国
巡
教
・
身
延
山
開
闢
に
関
す
る
記
述
（
望
月
）


